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平成２７年度 

第１回草津市立認定こども園園名等選定委員会 会議録 

■日時： 

 平成２７年６月５日（金）９時００分～１０時１５分 

■場所： 

 第五保育所 会議室 

■出席委員： 

青木委員長、田所副委員長、小泉委員、小﨑委員、深田委員、前畑委員、山本委員、吉田委員、 

米村委員 

■欠席委員： 

なし 

■関係人： 

 第五保育所 遠藤所長、笠縫東幼稚園 福井園長 

■事務局： 

 子ども家庭部 望月部長 

子ども子育て推進室 髙岡室長、川那邉副参事、林中主任 

幼児課 金森課長、前田副参事、下笠副参事 

■傍聴者： 

 ０名 

 

１．開会 

【望月部長】 

 皆様、本日は御多忙な中、お集まりいただき誠にありがとうございます。またこのたびは、御多用の

ところ、選定委員に御就任いただき厚くお礼申しあげます。 

さて、本市では、就学前の教育・保育や地域における子育て支援の充実を目標に、草津市幼保一体化

推進計画を策定し、平成２８年度の認定こども園開園に向けて順次準備をしているところです。本日の

選定委員会については、こども園の園名等を御協議いただく委員会です。また、新しく開園する認定こ

ども園は、この第五保育所と笠縫東幼稚園ですが、地域の皆様から末永く愛され、親しまれるとともに、

子どもたちが心豊かにたくましく成長する場となるよう、子どもの目線に立った園名、園歌、園章を選

定していただきたいと思います。皆様方におかれましては、御多用中ではございますが、選定にあたり

率直な意見を賜りますようお願いいたしまして、会の始めにあたりましての御挨拶とさせていただきま

す。本日はよろしくお願いいたします。 
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２．委員および事務局紹介 

 

 

３．草津市立認定こども園園名等選定委員会の概要について 

【事務局】 

＜資料１－１、１－２について説明＞ 

【Ａ委員】 

応募用紙は広報につけるのか。 

【事務局】 

広報には要点を掲載し、応募用紙については、事務局やそれぞれの施設への設置、ホームページから

のダウンロードを考えている。 

 

４．委員長、副委員長の選任、職務代理者の指名について  

委員より事務局提案を求める意見あり。 

事務局から青木委員を委員長に、田所委員を副委員長に提案し、一同了承。 

青木委員長より米村委員が職務代理者に指名された。 

 

５．草津市立認定こども園の園名等の選定について（諮問） 

 

６．議事 

（１）草津市の幼保一体化（認定こども園）の取組について 

【事務局】 

＜草津市幼保一体化推進計画 概要版について説明＞ 

【Ｂ委員】 

幼保一体化を進めていくということだが、将来的に子どもの人口の減少が予測される中で、今後の公

私立それぞれの園の運営をどのように考えているのか。 

【事務局】 

幼稚園や保育所は行政が担う分野もあるが、民間で運営する良さもあるので、公が独占するのではな

く、民の力を活かし、その中で公がどうしていかなければならないのか考えながら、運営していきたい

と考えている。ただ、草津市でも、将来は子どもの数が減ると予想されるが、子どもの数と共働き世帯

の数は、必ずしも同じような推移をするとは限らない。子どもの数が減少しても、共働き世帯が増えれ

ば需要があまり減らない可能性もあり、そのあたりの予測もしっかりとしながら計画的に進めていきた

い。 

【Ｂ委員】 

 私立と公立では保育料は異なるのではないか。市内には分園を整備し拡大している園もあり、そうい
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った園への配慮もお願いしたい。 

【事務局】 

 認可保育所は公立も私立も保育料は同じとなっている。それ以外の認可外保育施設は、独自に運営さ

れているので施設によって様々である。また、幼稚園は公立と私立で額は異なる。 

【委員長】 

では、これで一つ目の議事を終了させていただく。 

 

（２）草津市立認定こども園の園名募集について 

【事務局】 

＜資料２について説明＞ 

【委員長】 

 こども園の園名について、大学で学生に聞いてみたところ、多くの意見が出た。保育士養成課程や保

育科への進学を希望すると思われる高校生に対して募集をかけると、新しい発想が出ると思う。一点質

問だが、草津でアルバイトをしている学生が応募を希望しているが、これは通勤になるのか。 

【事務局】 

 アルバイトであり、本業は学生になるが、市内在住か市内に通勤・通学という応募資格を設けている

ので、応募された場合、参考意見として委員会でお伝えしていくことになるかと思う。応募数によって

園名を決定しないため、広く周知し、たくさんの意見がでた中で、皆さんの意見をいただき決定したい。 

【Ａ委員】 

 園名の最後に「こども園」とつけるのは決定か。 

【事務局】 

 はい。 

【Ｃ委員】 

 最後に「こども園」とつけるのであれば、この応募用紙では、わからない。「○○こども園とつきます」

と付記しておくか、「草津市立  こども園」を一列にするのが良いと思う。 

【事務局】 

 そのように修正させていただく。 

【Ｃ委員】 

 例えば「にこにこ園」や「わくわく園」等では多くの人はわからないと思うので、そういったことを

考えた場合、地域性を含めた方が良いと思うが、それを含めるのかは自由なのか。 

【事務局】 

 地名がついた園名と、地名のつかない園名の両方があるかと思うが、事務局では、こちらにしなけれ

ばならないというものはない。また、応募数によって決めないので、例えば「地名」+「にこにこ」こど

も園というのも一つの方法と考えている。地名とそれ以外の園名で、それぞれの考え方で議論し、委員

会で意見をまとめていただければと思う。 

【Ｄ委員】 

 募集要項に「園名案は次の３つの視点で考えてください」とあるが、３つ目の「心豊かでたくましく

生き、未来をつくる子ども…」とあると、必ずこれが必要と受け取れるため、「にこにこ」や「わくわく」

といったものしか集まらないと思う。だから、「例えば次の視点で考えてください」と入れた方が良いの
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ではないか。それから、応募用紙に「その園名とした思いを必ずお書きください。」とあるが、名前を思

い浮かぶことと、理由を説明できることは全然違う能力であり、「必ず」とすると応募数が減ると思われ

るため、「その園名とした思いがあれば」とする方が良いと思う。 

【事務局】 

 御意見のとおり、募集要項は「例えば次の視点で考えてください」、応募用紙は「その園名とした思い

があればお書きください」と修正させていただく。 

【Ｅ委員】 

 近くに小学校ができる予定だが、校名は決まっているのか。老上幼稚園の近くであれば、老上小学校

があり、小学校と同じような名前にするという考えもあると思う。 

【事務局】 

 次回の委員会の時には、事務局でも状況を把握しておく。 

【Ｃ委員】 

 これは最終的に決定しなければならないのか。園名を応募数によって決めないとすると、視点が大事

だと思うが、「にこにこ」や「すくすく」が出てきた場合、「わかりやすい」「地域からも親しみやすい」

「子どもへの願いもこもっている」となり、どちらが良いとも言いにくく、決めるのがすごく難しい。 

【Ｆ委員】 

 「にこにこ」、「すくすく」では地域性は入っていないのではないか。 

【Ｃ委員】 

 募集要項にあるのは「地域性」ではなく、「地域からも親しみやすい園名」である。 

【Ｆ委員】 

 募集要項の視点を見て、地域性が入っている方が良いと私は感じ取った。第五保育所の周辺が、どう

いった地域なのかわからないが、琵琶湖とか、何か地域性のあるものが入ってくると思う。 

【Ｃ委員】 

 そうすると、判断基準として我々が地域性を知らないといけないということか。もしくは、地域性を

含めた思いを入れていただくのか。 

【Ｆ委員】 

 第五保育所や笠縫東幼稚園の周辺という細かい地域性ではなく、滋賀県なので、琵琶湖や湖、鮎とい

う生態系の関係でも良いのではないか。 

【委員長】 

 広く滋賀県全体を含むということか。 

【Ｄ委員】 

 だから、視点に「例えば」をつけるべきである。地域性を優先するかどうかは応募者に任せ、最終的

な判断を委員会で下せば良い。地域性を勉強するというのも、我々がパッと読んでわからないものは、

誰が見ても地域性はわからないと思う。 

 

○第五保育所および笠縫東幼稚園の概要について 

【第五保育所 所長および笠縫東幼稚園 園長】 

＜参考資料に基づき園の概要を説明＞ 

 



5 

 

【Ｆ委員】 

 保育園は子どもが多すぎ、幼稚園は少ない。こども園ができた時には、どんな方が入ってくるのか。 

【事務局】 

 例えば老上学区では、幼稚園が老上小学校の隣の老上幼稚園しかない。いままでは、選択肢が老上幼

稚園のみであったが、これからはこども園にも入れるので、こちらを希望される方もおられると思う。 

【Ｆ委員】 

 学区をなくすことはできないのか。 

【事務局】 

 小学校には学区があるが、本市の場合、就学前の幼稚園、保育所、こども園には学区はなく、自由に

来ていただける。家からの近さの面から、地域によっては、近隣の小学校区から多く通われている保育

園もある。 

【事務局】 

 幼稚園と保育所との兼ね合いだが、いまの制度では、保育所では働いているという証明が条件になる。 

【Ｆ委員】 

 こども園でも必要なのか。 

【事務局】 

 法令上、保育認定手続きの際に必要となる。 

【事務局】 

 こども園では、３歳以上の場合、就労の有無に関わらず、入所はそれぞれの定員の枠内で受け入れる

が、就労の有無により共通時間までとなるか、長時間の保育利用を含めた時間となるかにより、子ども

の時間の流れが変わってくる。 

【委員長】 

 それでは、これで園名の募集についての議事を終了する。 

 

５．閉会 

【事務局】 

本日いただいた御意見に基づき、修正し、６月１５日から７月１５日までの期間で園名を募集させて

いただく。園名募集の広報周知について、それぞれの関係団体や、お知り合いの方にもお知らせいただ

いき、できるだけたくさんの意見が出るよう事務局の広報周知に御協力をお願いしたい。 

 

 


